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○日本の総人口は、今後100年間で約100年前（明治時代後半）の水準に戻っていく可能性。

○この変化は千年単位でみても類を見ない、極めて急激な減少。
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（出典）国土庁「日本列島における人口分布の長期時系列分析」（1974年）。
（注）ただし、1920年からは、総務省「国勢調査」、「人口推計年報」、「平成17年及び22年国勢調査結果による補間補正人口」、

国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（令和５年推計）」により追加。値は日本の総人口（外国人含む）。

我が国の総人口の長期的推移と国土構造の変遷
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2050年
10,469万人

高齢化率 37.1%

2070年
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高齢化率 40.4%
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都市規模別の人口動向
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△491万人

2020年
全体人口12,615万人

2050年
全体人口10,469万人

2020年から△17％
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2020年から△15％
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2020年
全体人口1,814万人

2050年
全体人口1,350万人

2020年から△26％
（△464万人）

県庁所在都市

１０万人クラス都市

ピーク
2000年 1,932万人

○ 地方都市では三大都市圏よりも早く人口減少が始まっており、今後、更なる人口の減少が見込まれる。

○ 特に、老年人口が増大するのに対し、生産年齢人口は大幅に減少すると見込まれ、地域活力の低下が懸念される。

老年人口

生産年齢人口

幼年人口

※国勢調査（令和２年）【総務省統計局】、日本の地域別将来推計人口（令和５年推計）【国立社会保障・人口問題研
究所】を元に国交省都市局にて作成。
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県庁所在地の人口の推移
（三大都市圏及び政令指定都市を除く）

（人口 単位：万人）

（年）

県庁所在地のDID面積の推移
（三大都市圏及び政令指定都市を除く）

（年）

（面積 単位：km2）

1970年→2020年

DID面積は倍増

〈１都市あたりの平均人口〉

1970年→2020年

人口は約２割増加

約50年前の

1970年と同水準

〈１都市あたりの平均DID面積〉

出典：国勢調査
国立社会保障・人口問題研究所（令和5（2023）年推計）

地方都市の現状と課題

○多くの地方都市では、

・急速な人口減少と高齢化に直面し、地域の産業の停滞もあり活力が低下

・住宅や店舗等の郊外立地が進み、市街地が拡散し、低密度な市街地を形成

・厳しい財政状況下で、拡散した居住者の生活を支えるサービスの提供が将来困難になりかねない状況に
ある。

○こうした状況下で、今後も都市を持続可能なものとしていくためには、都市の部分的な問題への対症療法
では間に合わず、都市全体の観点からの取り組みを強力に推進する必要。

地方都市の現状と課題
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大都市の現状と課題

○大都市では、

・郊外部を中心に後期高齢者（特に８５歳以上の高齢者）が大きく増加する予測

・高齢者数の急増に伴い医療・介護の需要が急増し、医療・福祉サービスの提供や地域の活力維持が満足
にできなくなる懸念

○こうした状況下では、在宅医療・介護を含めた地域包括ケアを実現するため、既存ストックを活用しなが
ら医療・福祉機能の望ましい配置を推進する必要。

大都市の現状と課題

■令和１７年の介護保険施設利用者数（推計）と
施設定員数

出典：「平成２４年度首都圏整備に関する年次報告」より作成

大きく増加する後期高齢者 福祉施設の老朽化・不足

R17
利用者

R2
定員

19%

81%

昭和56年以前 昭和57年以降

■竣工年別の福祉施設数
（東京都）

出典：東京都社会福祉協議会調査

利用者数が定員
の1.5倍以上に

約２割が築４０年以上
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■大都市圏における高齢者人口の推移
（２０２０年→２０５０年）

出典：国勢調査
国立社会保障・人口問題研究所（令和５年１２月推計）

増加率増加数2050年2020年

3%12 万人450 万人437 万人65～74歳

東京圏 37%122 万人450 万人328 万人75～84歳

87%122 万人262 万人140 万人85歳以上

-11%-16 万人128 万人144 万人65～74歳
名古屋

圏
25%27 万人133 万人107 万人75～84歳

73%34 万人82 万人47 万人85歳以上

-16%-39 万人202 万人241 万人65～74歳

関西圏 20%37 万人221 万人184 万人75～84歳

69%55 万人136 万人81 万人85歳以上

＊東京圏：東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県

＊名古屋圏：愛知県、岐阜県、三重県

＊関西圏：大阪府、京都府、兵庫県、奈良県

R17
利用者

R2
定員

R17
利用者

R2
定員



○人口減少・高齢化の急速な進行に起因する様々な課題が顕在化。

○これに伴い、我が国の都市政策は、郊外部の開発圧力の規制的手法によるコントロールを基に、拡散した市
街地をコンパクト化して都市の持続性を確保する「集約型都市構造化」の本格的展開に大きく転換。

 2003(H15).12 「都市再生ビジョン」 （社会資本整備審議会答申）

 目前に迫った人口減少への対応が急務
 都市政策の基本方向に「コンパクト」を本
格的に位置付け

 2012(H24).9 「都市計画に関する諸制度の今後の展開について」
（都市計画制度小委員会中間とりまとめ）

 2006(H18).2 「新しい時代の都市計画はいかにあるべきか（第一次答申）」
（社会資本整備審議会答申） まちづくり３法の見直し【H18】

・大規模集客施設の立地制限
・病院等の公共公益施設の開発許可
の対象化 等

都市の低炭素化の促進に関する法律
（エコまち法）の制定【H24】
・都市のＣＯ２削減に向けた市町村
の取組を支援

 2013(H25).7 都市再構築戦略検討委員会中間とりまとめ

○快適な暮らしと活力ある経済活動が行われるまちを実現するため、都市構造の再
構築（リノベーション）が必要
 地方都市： 居住の集積（集住）と生活と経済を支える都市機能を再配置
 大都市： 高齢者が健康に暮らせるまちづくりと医療・福祉の効率的な提供

都市再生特別措置法の改正【H26】
・立地適正化計画制度の創設により、
コンパクトシティを本格的に推進

コンパクトシティ政策への転換までの主な経緯

○「都市化社会」から「都市型社会」へ移行
○「都市の拡張への対応」から、都市の中へ目を向けた「都市の再構築」へ

○「拡散型都市構造」から「集約・修復保全型都市構造」への転換

○工場跡地やバブル期に生じた細分化された土地の利用密度の向上と都市
機能の集積等により、市街地をコンパクトに

 1997(H9).6 「今後の都市政策のあり方について」
（都市計画中央審議会基本政策部会中間とりまとめ）

○都市機能の拡散と中心市街地の空洞化
⇒ サービス提供効率の低下、自動車利用の加速、環境負荷の増大 等

○「集約型都市構造」の実現により、都市圏の持続的な発展を確保

○東日本大震災を契機としたエネルギー需給の変化によるエネルギー制約等
⇒ 「集約型都市構造化」を通じた低炭素・循環型社会の構築が重要課題

 人口減少を見据え、都市が拡大するとい
う前提を見直し

 都市の外側から内側へ目を向け始めた端
緒

 2007(H19).7 「新しい時代の都市計画はいかにあるべきか（第二次答申）」
（社会資本整備審議会答申）

○集約型都市構造の実現に向けた戦略的取組
多様な主体及び施策の連携による「総力戦」へ
都市交通施策と市街地整備との連携
集約型都市構造の実現に向けた公共交通の重要性

 求めるべき市
街地像として
「集約型都市
構造」のイ
メージが登場
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(4)求めるべき市街地像

基幹的な公共交通沿いに集約拠点の形成を促進
中心部に基幹的市街地、郊外は低密で分散

(1)かつての市街地

(2)今の市街地

全面的な市街化の進行過程

(3)低密度になった拡散市街地

市街地が全体的に希薄化

都市構造
改革

【各都市に見られる市街地の傾向】

現在の市街化の傾向

低密化を
放置

【低密度市街地が拡大した結果】

出典：国土交通省資料

都市構造のイメージ
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立地適正化計画によるコンパクト・プラス・ネットワークの推進

◯立地適正化計画では、都市中心部のみならず中心拠点や生活拠点を結ぶ公共交通ネットワークを軸とした
多極ネットワーク型都市構造を想定して各拠点においてそれぞれ必要な都市機能や住宅を誘導
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◆区域外の居住の緩やかなコントロール
○一定規模以上の区域外での住宅開発について、

届出、市町村による働きかけ

コンパクト・プラス・ネットワークのための計画制度

○ 都市再生特別措置法及び地域公共交通活性化再生法に基づき、都市全体の構造を見渡しながら、居住や医療・福祉・商業等の都
市機能の誘導と、それと連携して、利便性・持続可能性・生産性の高い地域公共交通ネットワークの構築を推進。

○ 必要な機能の誘導に向けた市町村の取組を推進するため、計画の作成・実施を予算措置等で支援。

立地適正化計画 （市町村が作成）
【改正都市再生特別措置法】（平成26年8月1日施行）

◆区域外の都市機能立地の緩やかなコントロール
○誘導したい機能の区域外での立地について

届出、市町村による働きかけ
〇誘導したい機能の区域内での休廃止について
届出、市町村による働きかけ

◆区域内における居住環境の向上
○住宅事業者による都市計画等の提案制度

居住誘導区域
居住を誘導し人口密度を維持する
エリアを設定

公共交通沿線への
居住の誘導

都市機能誘導区域
生活サービスを誘導するエリアと
当該エリアに誘導する施設を設定

◆都市機能（福祉・医療・商業等）の立地促進
○誘導施設への税財政・金融上の支援
○福祉・医療施設等の建替等のための容積率の緩和
○公的不動産・低未利用地の有効活用
◆歩いて暮らせるまちづくり

○歩行空間の整備支援

国土交通大臣の認定

関係法令の特例・予算支援の充実

Ｚ
拠点エリアへの

医療、福祉等の
都市機能の誘導

歩行空間や自転車
利用環境の整備

立地適正化計画

連携

好循環を実現

コンパクト・プラス・ネットワーク

地域公共交通
計画

拠点間を結ぶ
交通サービスを充実

乗換拠点
の整備

地域公共交通計画 （市町村・都道府県が作成）
【改正地域公共交通活性化再生法】

（令和５年10月１日施行）

①地域公共交通利便増進実施計画

ダイヤ・運賃等の
調整による公共交
通サービスの改善

②地域旅客運送サービス継続実施計画

○地域公共交通の維持が困難
と見込まれる場合、地域旅客
運送サービスの継続を図るべく、
地方公共団体が、関係者と
協議の上、公募により新たな
サービス提供者を選定

○路線等の見直し
○等間隔運行、定額制乗り放
題運賃等のサービスを促進 等

◆まちづくりとの連携
◆地方公共団体が中心となった地域公共交通
ネットワークの形成の促進

認定を受けた実
施計画に基づき、

新たな運送
を実施
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コンパクト・プラス・ネットワークによるこれからのまちづくり

○ 人口減少・高齢者の増加

○ 拡散した市街地

○ 頻発・激甚化する自然災害

○人口減少による生活サービス水準の低下

■ 地域経済の衰退

■ 都市の生活を支える機能の低下

○地域の産業の停滞、生産性の低下

○行政コストの増加
■ 厳しい財政状況 ■ 都市部での甚大な災害発生

○被害額の増加、都市機能の喪失

コンパクト・プラス・ネットワークの
都市構造による持続可能な

都市経営の実現

「密度の経済性」の発揮
生活利便性の維持・向上を図りつつ、
サービス産業の生産性向上、地域経
済の活性化を目指す。

「ゆるやかな誘導」による政策
インセンティブを講じ、時間をかけ
ながら市民や民間事業者等と協力し
て居住や都市機能の誘導を目指す

「多極ネットワーク型」の都市構造
中心拠点だけではなく、
身近な生活拠点を公共交通でつなぐ
多極ネットワーク型の都市構造を目指す。

施策間連携と取組の実施
ハード整備のみならず、関係施策と
連携し、具体的取組を実行しながら
持続可能なまちづくりの実現を目指
す。

Point①

都市が抱える課題

これからのまちづくり

Point②

Point③

Point④

★ 中心拠点だけではなく、身近な生活拠点も重要
★ 強制的な移転ではなく、居住者の選択による誘導
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■医療、商業等の生活サービス施設や公共交通の維
持には、一定の人口集積が不可欠。

■薄く広がった市街地を抱えたまま、今後、全市的に人
口が減少すると、これらサービスの維持ができなくな
り、日常生活を営むことが困難となり、地域経済が衰
退するおそれ。

⇒コンパクトシティ化により、居住を公共交通沿線や日常

生活の拠点に緩やかに誘導し、人口集積を維持・増加

させ居住と生活サービス施設との距離を短縮することに

より、生活サービス施設の立地と経営を支え、市民の生

活利便性を維持。

人口密度40人/ha以上の地区
⇒生活サービス施設が多く立地。

施設の立地を支える商圏人
口等が大きく減少し、全市的
に生活サービス施設の存続
が困難に

人口密度40人/ha
以上の地区が消失

2010年

2040年

例えば都市型コンビニエンスストアの場合、
商圏距離：500ｍ 商圏人口：3,000人

が標準といわれている。
⇒これを人口密度に換算すると、約40人/ha
（出所） 「すぐ応用できる商圏と売上高予測」市原実著、同友館

500m

圏域人口
3,000人

都市型ｺﾝﾋﾞﾆの
商圏イメージ図

人口密度
約40人/haに相当

仮にコンパクトシティ化
に取り組まず、全市均等
に人口が減少すると

居住誘導により、拠点地区の
人口密度を維持することによ
り、将来においても生活サー
ビス施設の維持が可能に

コンパクト・プラス・ネットワークに期待される効果

①生活サービスの維持
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y = -1.09539 ln(x) + 8.32971 

R² = 0.68593 
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○コンパクトなまちでは、公共施設やインフラの維持・管理業務等の行政サービスが効率的となると考えられる。
DIDの人口密度が高いほど一人当たりの行政経費（歳出）が低い傾向が見られる。

○人口が集積と訪問介護のまちなかへの立地が進むことで、時間あたりのサービス提供件数が増加し、事業者の生産性が向上。
DIDの人口密度が高いほど、一世帯あたりの年間コストが低くなる傾向がある。

＜一人当たりの歳出額＞

○行政コスト（一人当たりの歳出額）は、市町村別決算状況調をもとに、
令和元年度から令和3年度の3年間の歳出平均値を人口で除して算出
している。

○行政コスト（一人当たりの歳出額）及び行政区域人口密度は、それぞ
れ対数で表示している。

出典:令和2年国勢調査、令和元年度・令和2年度・令和3年度市町村
別決算状況調

②行政コスト・訪問系サービスコストの縮減

（n=1,718）

コンパクト・プラス・ネットワークに期待される効果

＜訪問介護の生産性の向上イメージ＞

高齢者人口密度とホームペルパーの
年間移動費用 （円/派遣世帯あたり（年間）

12



○立地適正化計画制度と都市計画制度はそれぞれが持つ特徴が異なっており、相互補完してコンパクト・プラス・ネット
ワークのまちづくりを実効的なものにしていくことが重要です。

○計画の実効性を評価するにあたっては、立地適正化計画の誘導施策と都市計画（区域区分、用途地域）に基づく
規制的手法の整合性を考慮しつつ、一体的に取組を進めることが重要です。

都市計画制度と立地適正化計画制度①

13



都市計画制度と立地適正化計画制度②

○立地適正化計画制度と都市計画制度はそれぞれが持つ特徴が異なっており、相互補完してコンパクト・
プラス・ネットワークのまちづくりを実効的なものにしていくことが重要
○計画の実効性を評価するにあたっては、立地適正化計画の誘導施策と都市計画（区域区分、用途地域）
に基づく規制的手法の整合性を考慮しつつ、一体的に取組を進めることが極めて重要

都市計画制度 立地適正化計画制度

〇居住調整地域（地域地区の一類型）
-市街化区域内、非線引き都市計画区域内の
特定建築行為等について開発許可制度適用

〇居住環境向上用途誘導地区
-病院、店舗等の日常生活に必要な施設に
ついて容積率、用途制限の緩和が可能

〇老朽化した都市インフラの計画的改修
-都市計画施設の改修事業について、
都市計画事業認可みなしとすることが可能

立適作成により活用可能な主な都市計画制度

〇区域マスタープラン

〇市町村マスタープラン

〇都市計画区域

〇区域区分

〇地域地区、都市施設、市街地開発事業

規制を通じて都市全体の土地の利用を総合的・
一体的観点から適正に配分することを確保する

とともに、誘導策の基礎となるべきもの

〇立地適正化の基本方針

〇居住誘導区域

〇都市機能誘導区域・誘導施設

〇誘導施策

〇防災指針

中⾧期的なビジョンに基づきつつ、5年間隔のPDCAサイクルを回す
より動的な計画であり、計画制度と財政・金融・税制等による

支援措置とを結びつける役割を果たすもの

調和

作成・公表

評価

見直し（計画の変更）

・人口、交通、災害リ
スク等の変化

・関連計画の変更等

連動
概ね５年毎に評価

14



〇 頻発・激甚化する自然災害に対応するため、災害ハザードエリアにおける開発抑制、移転の促進、立地適正化計画と防災
との連携強化など、安全なまちづくりを推進する。

◆立地適正化計画と防災との連携強化
（誘導による防災まちづくり）

-立地適正化計画の居住誘導区域から災害レッドゾーンを原則除外

-立地適正化計画の誘導区域内に存在する
災害リスクに対応する防災対策・安全確保策を定める
「防災指針」の作成
避難路、防災公園等の避難地、避難施設等の整備、警戒避難体制の確保等

開発許可を
原則禁止

開発許可
の厳格化

既存の住宅
・施設の移転

開発許可を
原則禁止

◆都市計画法による開発抑制（開発許可の見直し）

-市街化調整区域における
住宅等の開発許可を厳格化
（安全上及び避難上の対策等を許可の条件とする）

＜災害イエローゾーン＞

・土砂災害警戒区域
・浸水想定区域
（洪水等の発生時に生命又は身体に著しい危害が
生ずるおそれがある土地の区域に限る。）

＜災害レッドゾーン＞
⇒建築物の建築に関して行為規制あり ⇒建築物の建築に関して行為規制なし

〔各法※による区域の指定と行為規制〕

・災害危険区域（崖崩れ、出水等）
・地すべり防止区域
・土砂災害特別警戒区域
・浸水被害防止区域 ※R3年法改正により追加
・急傾斜地崩壊危険区域

※建築基準法・地すべり等防止法・土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律・
特定都市河川浸水被害対策法・急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律・水防法

-都市計画区域全域で、
自己用以外の住宅・業務用施設に加え、
自己の業務用施設の開発を原則禁止
（店舗、病院、社会福祉施設、旅館・ホテル、工場等）

◆災害ハザードエリアからの移転の促進

-市町村による防災移転支援計画（居住誘導区域等権利設定等促進計画）の作成

市町村が、移転者等のコーディネートを行い、移転に関する具体的な計画を作成し、手続きを代行 等

※上記の法制上の措置とは別に、防災集団移転促進事業等を活用した予算上の措置にて移転の促進を支援

災害ハザードエリアにおける規制

＜令和２年６月１０日公布 令和２年９月７日、令和４年４月１日施行＞

＜災害イエローゾーン＞＜災害レッドゾーン＞

居住誘導区域

市街化調整区域

災害レッドゾーン

市街化区域

災害イエローゾーン

連携

頻発・激甚化する自然災害に対応した「安全なまちづくり」
都市再生特別措置法等の一部を改正する法律（令和２年６月10日公布）



居住誘導区域の設定基準（法令）
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【都市再生特別措置法第81条第19項】

立地適正化計画の区域における
 人口、土地利用及び交通の現状及び将来の見通しを勘案して、
 良好な居住環境が確保され、
 公共投資その他の行政運営が効率的に行われる
ように定める。また、
 市街化調整区域
 災害危険区域（住居の用に供する建築物の建築が禁止されているもの）
 その他政令で定める区域
については定めない。
【都市再生特別措置法施行令第30条】
 農用地区域又は農地若しくは採草放牧地の区域
 自然公園法の特別地域
 保安林の区域
 自然環境保全法の原生自然環境保全地域又は同法の特別地区
 保安林予定森林の区域、保安施設地区又は保安施設地区に予定された地区
 地すべり防止区域（対策が講じられた土地の区域を除く）
 急傾斜地崩壊危険区域（対策が講じられた土地の区域を除く）
 土砂災害特別警戒区域
 浸水被害防止区域

※赤字は災害に関連する区域
（いわゆる災害レッドゾーン）



居住誘導区域の設定基準（都市計画運用指針）
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 津波災害特別警戒区域
 災害危険区域（住居の用に供する建築物の建築が禁止されている区域を除く）

法令に加え、主に災害に関する区域について運用指針においても除外の考えを提示。

○原則として、居住誘導区域に含まないこととすべき区域
（いわゆる災害レッドゾーン）

○災害リスク、警戒避難体制の整備状況、災害を防止し、又は軽減するための施設
の整備状況や整備の見込み等を総合的に勘案し、居住を誘導することが適当では
ないと判断される場合は、
原則として、居住誘導区域に含まないこととすべき区域
（いわゆる災害イエローゾーン）

 土砂災害警戒区域
 津波災害警戒区域
 浸水想定区域
 土砂災害防止法の基礎調査、
津波防災地域づくり法の津波浸水想定における浸水の区域、
特定都市河川法の都市浸水想定における都市浸水が想定される区域
及びその他の調査結果等により判明した災害の発生のおそれのある区域



（参考）行為規制等指定区 域
・災害危険区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止その他建築物の建築に関する

制限で災害防止上必要なものは、前項の条例で定める。 （法第39条第2項）地方公共団体
災害危険区域
(崖崩れ､出水､津波等)
＜建築基準法(昭和25年法律第201号)＞

レッドゾーン

→住宅等の建築や開発
行為等の規制あり

・地すべり防止区域内において、次の各号の一に該当する行為をしようとする者は、都道府県知事
の許可を受けなければならない。（法第18条第1項）
※のり切り（⾧さ3m）、切土（直高2m）など

国土交通大臣、
農林水産大臣

地すべり防止区域
＜地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)＞

・急傾斜地崩壊危険区域内においては、次の各号に掲げる行為は、都道府県知事の許可を受け
なければ、してはならない。（法第7条第1項）
※のり切り（⾧さ3m）、切土（直高2m）など

都道府県知事
急傾斜地崩壊危険区域
＜急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律
(昭和44年法律第57号)＞

・特別警戒区域内において、都市計画法第4条第12項の開発行為で当該開発行為をする土地
の区域内において建築が予定されている建築物の用途が制限用途であるものをしようとする者は、
あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。（法第10条第1項）
※制限用途:住宅（自己用除く）、防災上の配慮を要するものが利用する社会福祉施設、
学校、医療施設

都道府県知事
土砂災害特別警戒区域
＜土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の
推進に関する法律(平成12年法律第57号)＞

・浸水被害防止区域内において、特定開発行為あるいは特定建築行為をする者は、都道府県知
事の許可を受けなければならない。（法第57条第1項、第66条第1項）
※住宅や要配慮者施設のほか条例で定める建築物及び当該建築に係る開発行為

都道府県知事
浸水被害防止区域
＜特定都市河川浸水被害対策法
(平成15年法律第77号)＞

・特別警戒区域内において、政令で定める土地の形質の変更を伴う開発行為で当該開発行為を
する土地の区域内において建築が予定されている建築物の用途が制限用途であるものをしようと
する者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。（法第73条第1項）
※制限用途:社会福祉施設、学校、医療施設、市町村の条例で定める用途

都道府県知事
津波災害特別警戒区域
＜津波防災地域づくりに関する法律
(平成23年法律第123号)＞

なし

（洪水）国土交通大臣、
都道府県知事

（雨水出水）都道府県
知事、市町村⾧

（高潮）都道府県知事

浸水想定区域
＜水防法(昭和24年法律第193号)＞

イエローゾーン

→建築や開発行為等の
規制はなく、区域内の
警戒避難体制の整
備等を求めている

なし都道府県知事
土砂災害警戒区域
＜土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の
推進に関する法律＞

なし都道府県知事津波災害警戒区域
＜津波防災地域づくりに関する法律＞

なし都道府県知事

津波浸水想定（区域）
＜津波防災地域づくりに関する法律＞
都市浸水想定（区域）
＜特定都市河川浸水被害対策法＞

レッドゾーン

イエローゾーン

…

都市計画関連の規制等におけるいわゆるレッドゾーン・イエローゾーンの考え方



立地適正化計画の記載事項について

・人口、土地利用、交通の現状及び将来の見通し
・良好な居住環境の確保
・公共投資その他の行政運営の効率的な実施
・災害リスク

居住誘導区域

都市機能誘導区域
・商業などが集積する地域等
・都市機能が一定程度充実している区域
・交通結節点や公共交通による
アクセスの利便性が高い区域等
・都市の拠点となるべき区域

等を踏まえ設定

等を踏まえ設定

誘導施設
都市機能誘導区域には
誘導施設を定める
複数の都市機能誘導区域を設定し、
各々に誘導施設を設定することも可能

拠点 本庁舎、銀行、
総合福祉センター、
商行施設、病院、
文化ホール、
中央図書館など

防災指針
災害ハザードと人口や施設の重複状況を把握した上で、防
災まちづくりの目標と取組方針を設定

誘導施策
・居住や都市機能の誘導を図るため、
財政上、金融上、税制上の支援措
置等を記載

・法律に基づく制度や予算補助が活
用可能（国からの支援）

その他
・目標値
・関連する市街化区域外や
都市計画区域外の将来像

居住誘導区域

移転の促進

災害リスク
高エリア 宅地かさ上等

防災対策

居住誘導区域から
一部除外

主な計画事項の概要
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立地適正化計画による居住の安全確保（防災指針の概要）

〇 居住の安全確保等の防災・減災対策の取組を推進するため、都市再生特別措置法の一部を改正し、立地適正化計画に「防災指
針」を記載することを位置づけ、令和２年9月7日より施行。

〇 立地適正化計画においては災害リスクを踏まえて居住や都市機能を誘導する地域の設定を行い、区域内に浸水想定区域等の災害
ハザードエリアが残存する場合には適切な防災・減災対策を「防災指針」として位置付けることが必要。

■防災指針に基づくハード・ソフトの取組

（ベース:地理院地図）

イメージ

居住誘導区域

都市機能誘導区域

イメージ

■都市の災害リスクの高い地域等の抽出

■災害リスク分析と都市計画情報の重ね合わせ
防
災
ま
ち
づ
く
り
の
将
来
像
・
目
標
と
取
組
方
針
の
設
定

防災指針の手引き：https://www.mlit.go.jp/toshi/city_plan/toshi_city_plan_tk_000035.html

避難場所に向かう避難路 避難地となる公園浸水しない建物がどこにあるかハザードエリアがどう分布しているか

土地や家屋の嵩上げ

移転の促進

開発規制や立地誘導等の
土地利用方策

防災まちづくり活動
の支援

○家屋倒壊等氾
濫想定区域

○防災指針の概要
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立地適正化計画作成都市数の推移

○９３５都市が立地適正化計画について具体的な取組を行っている。 （令和７年７月３１日時点）
○このうち、６４３都市が計画を作成・公表（うち、４４９都市が防災指針を記載し、公表済み）。

【立地適正化計画の作成に取り組む都市数の推移】
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転入
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仕事
（雇用）
・教育

生活の
利便性
・意識

出典:厚生労働省「一般職業紹介状況」より都市局作成
出典:総務省「令和３年経済センサス」、国土交通省「国土数値情報」、厚生労働省「地域医療支援病院について」、同「救命救急センター設置状況一覧、

マピオン「マピオン電話帳（2024年８月30日時点）」、日本百貨店協会「百貨店店舗所在地」をもとに、国土交通省が作成






出典:総務省統計局「住民基本台帳人口移動報告」(2024年)より都市局作成出典:国土政策局「企業等の東京一極集中に係る基本調査（市民向け国際アンケート）」(2020.11速報)より都市局作成
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Ⅱ．令和８年度 都市局関係予算の基本方針

○3D都市モデル（PLATEAU）の広域的整備、社会実装の推進

地域に民間投資を呼び込み、人々が行き交い、集い、語らう、個性ある都市空間をつくる

国土強靱化、復興まちづくり、事前防災・事前復興で、安全・安心なまちをつくる

コンパクト・プラス・ネットワークの強化
○市町村域を越えた広域連携の強力な推進
○業務施設等の集積による「稼ぐ力」の強化
○イノベーションを創出するまちづくりの推進

○能登半島地震等からの復興まちづくり事業の推進
○事前復興まちづくり計画の策定推進
○ハード・ソフト両面からの宅地液状化対策、盛土の安全確保対策の着実な実施
○防災集団移転の着実な促進

～令和の都市リノベーションで、日本の生活空間を、より豊かに～

国際連携
海外展開

○国際機関やG7との都市政策連携
○デジタル技術を生かした公共交通指向型都市開発の
海外展開

2027年国際園芸博覧会
首里城復元

○開催に向けた準備や
復元に向けた取組の確実な実施

まちづくりDX

○観光にも資する歴史まちづくりの強力な促進
○既存ストック建造物の民間活用の推進
○広域的な景観まちづくりの推進

地域資源を活かしたまちづくりの急加速

まちづくりGX
○都市緑地の質・量両面の確保の推進
○TSUNAG認定の更なる活用促進

ま ち

○官民が協働した公共的価値創出の促進

エリアマネジメントと国際競争力の強化



Ⅲ．令和8年度 都市局関係予算 主要事項

人口減少下において、都市の持続性を確保するため、市町村域を越えた広
域連携の推進、まちなかでの業務機能（オフィス・研究施設等）の集積
等を通じて、「稼ぐ力」、「イノベーション」、「地域の活力・にぎわい」等を創出す
るとともに、・・・(略)・・・コンパクト・プラス・ネットワークを深化・発展させ、「令
和の都市（まち）リノベーション」を推進する。

コンパクト・プラス・ネットワークの取組を進めるための「立地適正化計画」を作成・公表済の市町村数は643となった（令和7年7月末）。
更なる計画作成を推進するとともに、市町村における計画の評価・見直しの実施を国として促進する。
具体的には、立地適正化計画の実効性を一層高めるため、まちづくりの健康診断のデータを、計画未策定自治体を含めた各市町村

に提供するだけでなく、各都道府県にも提供し、広域調整主体である都道府県による市町村域を越えた連携を後押しするほか、関係
人口（就業者、滞在者等）創出に寄与する業務機能の集積を促進する。

施策の概要

必要性を踏まえた更なる裾野拡大
適切な評価に基づく計画見直しの推進

広域調整主体である都道府県による
市町村域を越えた広域連携の強力な推進

都市の関係人口を含めた
都市の持続可能性の確保の推進

立地適正化計画の今後の取組の方向性 「広域連携」
「稼ぐ力」

「イノベーション」

立地適正化計画の高質化（国による推進策）

「コンパクト・プラス・ネットワーク」

計画の見直し・作成

持続可能な都市構造の実現

都市機能、居住の誘導と
ネットワークの維持・向上

・計画作成数は順調に増加
⇔作成の必要性が高い市町村でも取組が進んでいない事例

・居住と都市機能の誘導区域内への誘導は、概ね7割の市町村で達成
⇔評価や見直しを実施していない市町村が存在
統一的な評価方法が必要

立地適正化計画の現状の成果と課題

立地適正化計画による取組を充実させるとともに、災害に強い国土・地域づくり
の観点も踏まえて広域的な都市圏のコンパクト化を進める。

経済財政運営と改革の基本方針2025（令和7年6月13日閣議決定）

地方創生に関する総合戦略（令和7年12月23日閣議決定）

目指す持続可能な都市構造

③ 市町村による計画の適切な評価・見直しと
作成に対する継続的な支援

② まちなかにおける業務施設等の立地促進

① 市町村域を越えた広域連携の強力な推進

④ 適切な都市機能の集積の推進

持続可能な都市構造の実現に向けた、

誘導施策の実行
不断の評価・点検

目指す持続可能な都市構造

施策の実行による
都市構造の実現

立地適正化計画の
高質化のイメージ

立地適正化計画の今後の取組の方向性

１．コンパクト・プラス・ネットワークの強化



④適切な都市機能の集積の推進

①市町村域を越えた広域連携の強力な推進

③市町村による計画の適切な評価・見直しと
作成に対する継続的な支援

②まちなかにおける業務施設等の立地促進

＜国による推進策の実現に向けた取組＞

・立地適正化計画の実効性を一層高めていくためには、各市町村
がそれぞれの域内で取組を行うのみならず、市町村域を越えた
広域的な取組を進めていくことが重要である。

・このために、都道府県による広域連携への関与を強化し、広域的
な実効性を高める。

・併せて、広域的な立地適正化に資する取組について、支援を
・強化する。

・市町村が、容易に立地適正化計画の評価・見直し・新規作成
ができるよう、標準的なデータ、評価構造、見直しの方策を提示
する（まちづくりの健康診断の継続実施）。

・これにより、市町村が行う計画の評価・見直し・作成を後押し
する。

・「コンパクト・プラス・ネットワーク」の実現に向けて、まちなかにおける都市機能の整備
や公有財産の民間活用、土地の有効・高度利用の推進、都市軸となる公共交通
および複数のモビリティを結節する拠点の機能強化等への支援を実施する。

土地の有効・高度利用の推進

公共交通等の機能強化
公有財産の民間活用

都市機能の整備

都道府県の関与

都市内の居住者

都市外の居住者

業務施設

業務支援施設

機能の維持に寄与

都市機能から
サービス（商業・医療・福祉）を享受

拠点

ネットワーク

都市外の居住者

集客施設

密度の経済の更なる発揮

機能の維持に寄与

様々な機能の集積による
利便性の向上

【先導的まちづくり調査、
コンパクト・プラス・ネットワーク関係経費、

都市構造再編集中支援事業 等】

【コンパクト・プラス・ネットワーク関係経費、
先導的まちづくり調査】

・持続可能な都市構造の実現に向
けて、居住と業務施設等との近接
性を確保することが、就業者等も
含めた人々にとってのまちの魅力の
向上、「稼ぐ力」の強化、イノベー
ションの創出において重要である。

・そのため、広域連携の観点を踏ま
えた上で、業務施設等のまちなか
への立地を促進する。

【都市構造再編集中支援事業、まちなかウォーカブル推進事業、
まち再生出資事業、民間都市開発推進資金】

【都市構造再編集中支援事業、市街地再開発事業等、
都市再生区画整理事業、都市・地域交通戦略推進事業】



立地適正化計画の実効性向上に向けたあり方検討会 とりまとめ
～持続可能な都市構造の実現のための『立適＋（プラス）』～

〇平成26年度から立地適正化計画に基づくコンパクト・プラス・ネットワークのまちづくりが進められてきている中、より実効性を発揮し、
持続可能な都市構造の実現と都市経営の改善に寄与するよう、取組の裾野拡大と適切な見直し（評価と必要に応じた変更）を図っていく
ことが重要。

〇本検討会において、今後の取組の方向性や国、都道府県及び市町村において期待される取組をとりまとめ。

持続可能な都市構造の実現のため 立地適正化計画は『立適 』へ
～市町村による適切な見直し（＝『まちづくりの健康診断』）により、実効性をプラスした計画へ～

市町村による適切な見直し(＝『まちづくりの健康診断』)の推進

●効率化、精度統一化に資するデータ整備の推進

●市町村による『まちづくりの健康診断』の推進
・見直しの必要性の理解の促進
・地方公共団体の負担を軽減しながら見直しができるようなデータの整備、
標準的な評価構造、見直しの方策の提示
→広域的な視点からの見直しも可能なデータの提供
→中⾧期的な都市の体質改善状況が把握可能な時系列データの整備

・民間データも含めたデータの全国的な整備
・算定方法等の標準化 ・継続性を考慮したデータ整備
・新技術活用 ・広域分析可能 ・オープンデータ化

地方公共団体や国民一人
一人への周知・広報の工夫、
施策効果の整理、横展開等

これまでの
成果と課題

・計画作成・取組市町村数は順調に増加
・必要性が高い市町村でも取組が進んでいない場合がある

・居住と誘導施設の誘導区域内への誘導は、概ね２／３の市町村で進んでいる
・見直しを実施していない市町村がある、評価方法が市町村によって異なる

●取組の必要性も加味した取組の推進
・各市町村の意向のみならず、取組の必要性も加味した取組を推進
・各市町村の状況に加え、周辺を含んだ広域の状況も加味し、必要性を判断
●取組が進まない要因に対する対策を実施

広域含む計画の作成・
見直し推進に向けた人材等
の確保

プラス

＋

②広域的な連携が困難
広域的視点からの課題の把握を容易に
周辺市町村との調整をより強力にサポート

③政策判断が困難
直接的な効果に加え間接的な効果を明確化
都市経営上のメリットを説明可能に

④実施体制の確保が困難
計画作成に必要な人材等の確保

⑤地元合意が困難
住民や関係各者の理解醸成の促進

●評価構造、評価指標の統一性確保の推進
・間接効果や施策の取組状況も含めて評価を実施
・評価に影響を与える要素や統計上の誤差等も考慮
アウトプット指標:居住と都市機能の誘導状況を把握する指標
インプット指標:誘導施策等の取組状況
アウトカム指標:防災・公共交通・財政・土地利用等の状況を

把握する指標

国による推進策の方向性

取組の方向性① 取組の必要性を踏まえた更なる裾野拡大

『まちづくりの健康診断』体系の確立
・評価体系を構築し、データを標準化
・見直しの方策の提示
・未作成市町村への訴求にも活用

・都道府県や広域主体の役割の明確化
・周辺、関連市町村等へのデータ提供
・連携方法やノウハウ等の情報提供

取組の方向性②

都市計画基礎調査等を活
用した全国のデータ整備と
算出方法等の標準化

広域連携の推進
制度・効果の理解醸成 人材確保等への支援データ整備・標準化

※省庁横断による支援が必要な推進策については、コンパクトシティ形成支援チーム等を活用
※都道府県とのより緊密な連携により、市町村への働きかけやデータ整備、広域連携を推進

①的確な現状認識が困難
市町村が都市課題や取組状況についてのデータを入手でき、
周辺市町村との比較が可能な仕組みの構築

持続可能性
交通 防災

生活利便性
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取組の必要性を踏まえた更なる裾野拡大に向けたポイント

取組の裾野拡大に向けた課題

〇立地適正化計画に基づく持続可能なまちづくりの必要性が高いにも関わらず、取組を行っていない市町村が
相当数存在

〇立地適正化計画の作成・取組による効果を踏まえ、どのような市町村で取組の必要性が高いか精査するとと
もに、必要性の高い市町村において取組を促すための支援のあり方などについて検討が必要

現状認識の困難性

政策判断の困難性

広域連携の困難性

実施体制上の困難性

都市的課題、取組状況を客観的
に把握するためのデータの不足
や評価手法への知見不足など

総合的判断、庁内理解醸成に
必要な施策効果に関する情報
不足など

複数市町村が連携し検討・調
整を行う場の不足 など

取組に要する人材・予算確保に
向けた課題 など

取組の裾野拡大に向けた現状

市町村が現状を的確に認識するための情報やデータの提供

広域、複数市町村で取り組む場合の主体及び
その役割の明確化など広域連携の推進

施策効果と都市経営上のメリットの連動性整理と
施策連携の強化

取組に必要となる人材等の確保に向けた支援

多様な関係者に対する制度理解の醸成

解決に向けた取組ポイント

取組の必要性が高い都市の主体的な計画作成を促進し、取組の裾野を拡大

●国によるデータの継続提供 など

●都道府県、広域主体の役割の明確化

●国による周辺市町村の状況や広域課題も含めた情報提供 など

●国による施策効果の整理、横展開、関係省庁との連携

●都市経営の強化に繋がるさらなる施策間連携の推進 など

●市町村に対する国、都道府県によるデータ加工や分析のサポート

●市町村への専門人材の派遣に係る負担軽減策の充実化 など

●施策効果の適切な周知を図る啓発ツールの改善

●国による関係省庁とも連携した情報提供の更なる推進 など

合意形成の困難性
地元合意に係る調整の円滑化
に向けた課題など

※必要性の定義（案）・・・人口減少が進んでいる、市街地が拡散傾向、防災、
財政状況、公共交通などに課題がある場合など

●国による必要性の定義とその認識につながるデータの整備中小都市に取組なしの市町村が多い 必要性を認識できていない可能性

約８割が
2040年にかけて
将来人口減

「コンパクト・プラス・ネットワー
クの取組の必要性無」

と回答し、取り組んでいない
135市町村のうちN=135

R5.3時点 R5.3時点

全体
（都計区域あり1,374都市）

4…51%
取組あり取組なし 36%

64%

取組あり
取組なし

うち５万人未満
（849都市）

人口増加
23％

人口減少
77％
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市町村による適切な見直しの推進に向けたポイント

〇立地適正化計画はおおむね５年ごとの評価と必要に応じた変更を通じてPDCAサイクルを適切に回していくことが重要であ
るが、見直しを実施していない市町村も多い。また評価をしていても、評価手法や評価指標、使用するデータが統一的では
なく、市町村間での比較や広域検討を含めた的確な評価が困難な状況。

〇市町村による適切な見直し（＝『まちづくりの健康診断』）のための国・都道府県からの情報提供のあり方、用いる評価指
標や、見直しに必要となるデータ整備のあり方等について検討が必要

『まちづくりの健康診断』により、立地適正化計画の実効性を向上し、『立適＋』へ

適切な見直しに関する現状

住基ポイントデータ

誤差

メッシュ面積按分

評価未実施の市町村が半数以上 評価指標の算出方法が市町村毎に相違

『まちづくりの健康診断』体系の確立

適切な見直しに向けた課題

（例）

R5.3時点

特に中小市町村においては、デー
タの整備や分析等に要する負担が
大きく、人材等体制が不十分

必要なデータが不足 見直し体制が不十分

評価構造の統一性が不十分
評価に基づく適切な見直しの方策
や施策効果に係る情報提供が不十
分

評価の継続性や広域的な視点等も
考慮した標準的なデータが不足

各市町村が採用している評価指標
やその算出方法が統一的でないた
め、的確な評価が困難

適切な見直しに向けた情報が不足

プラ
ス

20%

22%
45%

13%
実施した
ことがある

実施中実施する方向で
検討中

未実施、
今後も実施予定なし

概ね５年経過した市町村
（平成29年度末までに作成）

N=144

＜まちづくりの健康診断の流れ＞
１．国から評価用レポートを市町村に提供
２. 市町村はデータを見ながら施策取組状況、チェック指標を記入

→国へ提出
３．国はレポートをもとに、見直しの方策を市町村に紹介
４．市町村は適切に計画を見直し

市町村

①評価用レポートを提供
※直接、間接指標のみ国が入力

●居住誘導区域内人口割合

●都市機能誘導区域内誘導施設割合

＋居住誘導区域内人口密度
＋過去トレンドとの比較

＜間接指標（アウトカム指標）＞
防災公共交通

財政土地利用

＜直接指標（アウトプット指標）＞

＋一定の都市機能の
都市機能誘導区域内割合

xx pt

xx pt

＋＜施策取組状況(インプット指標)入力フォーム＞

＜直接指標（アウトプット指標）＞

施策取組状況
(インプット指標)

＋＜特殊要因入力フォーム＞

＜間接指標（アウトカム指標）＞

特殊要因

②インプット評価等を入力し、提出

誘導施策

都市計画に基づく施策

その他の取組

災害等の発生

経営状況悪化による企業撤退

その他

③全国の結果をもとに、
見直しの方策案等を情報提供

A市 診断書
B市 診断書

C町 診断書

＜直接指標＞
＜間接指標＞

＜施策取組状況＞
＜特殊要因＞

誘導施策案
・D市 公共交通軸沿線への立地補助
・E町 子育て支援施設の整備

都市計画に基づく施策案
・B市 居住調整地域の指定

【イメージ】

・・・

国

アウトプット指標及びアウトカム指標の
全国標準的なデータ整備

新技術等も活用した
データ整理方策を検討

データを蓄積した上で
効果的な見直しの方策に係る事例分析

広域な視点にたった追加分析 広域連携や周辺市町村に関する情報提供・働きかけ各種資料のとりまとめ、送付都道府県

健康診断に基づく
立地適正化計画の

見直し

健康診断に基づく
政策の
見直し

A B
C※施策取組状況、特殊要因を市町村が入力

※あくまで案の提示であり
施策実施を強制するものではない

xx pt

xx pt xx pt

xx pt

＜市町村基礎情報＞ ＜市町村基礎情報＞
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【機密性２】
まちづくりの健康診断 様式（案）について

〇まちづくりの健康診断において、市町村各々が自らの直接、間接指標を分かりやすく把握できるように努めるとともに、必
要に応じて全国や都道府県内の状況も把握可能とすることが重要であり、他市町村との比較可能性の観点から統一的な様式
を定める

〇併せて各指標の考え方から解釈、インプット指標に含まれる取組の考え方等を示す「健康診断のみかた」を国が地方公共団
体へ示すことが重要。なお、その際、市町村の主体的な判断の妨げとならないよう、留意が必要
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716市町村
（立適未作成※）

636市町村
（立適作成済み）

令和７年度 まちづくりの健康診断のフロー（案）

〇立地適正化計画の見直しは引き続き法律に基づき概ね５年ごとに実施する。一方、まちづくりの健康診断については、更
新可能なデータを毎年度国が更新、情報提供することで、各市町村における適時適切なタイミングでの、実効性向上に資す
る見直しを可能とする。

※都市計画区域を有する市町村が対象

６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

2025年

評価用レポート
A面の提供

取組状況評価等
B面提出〆

見直しの参考方策等
C面※の提供

国

取組状況評価等
B面の提供

見直しの参考方策等C面検討

A面・B面 入力

A面 入力

1月以降

必要に応じて進捗状況
や施策の振り返り

国への共有
（任意）

※あくまで案の提示であり
施策実施を強制するものではない

全市町村のデータの集計

Ａ面を活用して既に計画を作成済み市町村との比較や疑似的な誘導区域
の結果を確認する等、計画作成の必要性を検討することが考えられる。
また、Ｂ面では都市計画における取組施策を網羅的に把握し、施策の検討

材料とすることができる。

評価用レポート
A面提出〆

事例の公表

立適未作成市町村におけるまち診活用方法
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○ 都市を取り巻く社会情勢は複雑化しており、市町村においては、客観的なデータに基づく都市計画や計画に基づく施策の評価を継続的に行うことが重要。

○ 「まちづくりの健康診断」では、国が目標値等の市町村の計画情報や指標の変化状況等を全国一律に整理し、客観的な経年変化データを市町村に提示
することで市町村の分析をサポートし、市町村における立地適正化計画の評価・見直し等を促進する。

○ 具体的には、国が市町村ごとの取組施策や都市状況等をとりまとめ、参考方策や広域連携に関する情報等を提示し、市町村の地域特性を踏まえながら
適切な評価を促すとともに、都道府県を含めたコンパクト・プラス・ネットワークの実現施策を後押しすることで、令和の都市リノベーションを推進する。

「まちづくりの健康診断」について

居住誘導区域内人口割合直接指標①

過去トレンドとの比較補足指標①ー1

居住誘導区域内人口密度補足指標①ー2

メッシュ別人口増減変化確認情報①ー3

都市機能誘導区域内誘導施設割合直接指標②

一定の都市機能の都市機能誘導区域内割合補足指標②ー1

一定の都市機能の居住誘導区域内割合補足指標②ー2

公共交通沿線人口割合 【公共交通】間接指標①

浸水想定区域(洪水)計画規模（L1） 浸水深0.5m以上間接指標②ー1

災害リスク高エリア人口割合 【防災】間接指標②

浸水想定区域(洪水) 計画規模（L1） 浸水深3.0m以上間接指標②ー２

浸水想定区域(洪水)想定最大規模（L2） 浸水深3.0m以上間接指標②ー３

浸水想定区域(津波)想定最大規模（L2） 浸水深2.0m以上間接指標②ー４

居住誘導区域内外建物新築傾向（新築指数） 【土地利用】間接指標③

地価固定資産税収(土地)の変化 【財政】間接指標④ー１
一人当たり歳出額 【財政】間接指標④ー２











施策の概要

能登半島地震や大分市佐賀関大規模火災等からの復興や、激甚化・頻発化する自然災害から国民の生命・財産・暮らしを守るため、
国土強靱化を推進するとともに、安全・安心、防災・減災・復興まちづくりに向け平時からの事前防災・事前復興に関する取組を推進する。

①被災地の復興支援・宅地液状化対策の推進
能登半島地震等の大規模災害の被災地復興支援
被災地を含む全国の宅地液状化対策の推進

⑤盛土の安全確保対策の推進
盛土の安全性把握調査や対策工事等の推進

公園施設の
老朽化対策

市街地の
防災性向上

避難経路の確保

宅地液状化
対策の推進

盛土の
安全確保対策の推進

安全なエリアへの
移転促進

避難場所の確保
（避難タワー等）

②事前防災・事前復興まちづくりの推進
早期の復興まちづくりを可能とするため、
事前防災・事前復興まちづくりを推進

④安全なエリアへの集団移転および
公園施設の老朽化対策等の推進

災害リスクの高いエリアから安全なエリアへの移転の促進
公園施設の老朽化対策等の推進

国土強靱化、安全・安心、防災・減災・復興まちづくり

③災害に強い都市拠点・市街地形成の推進
市街地の防災性向上、防災拠点の形成、
避難場所・避難経路確保の推進

令和８年度 都市局関係予算 主要事項



○防災拠点形成等の推進
市街地の防災性向上や事前復興まちづくり計画等に基づく防災拠点の
形成を推進する。

災害からの復興まちづくりや事前防災等について、UR都市機構のノウハウ
等を活用し、計画策定等の支援を行うとともに、地方公共団体における事
前復興まちづくり計画策定をより推進するため、計画の裾野拡大や実現
可能性の向上に向けた取組を実施する。

○安全なエリアへの移転の促進
激甚化・頻発化する災害に備え、災害リ
スクの高いエリアから安全なエリアへの事前
移転を含む集団移転を促進する。

【防災集団移転促進事業】

安全なエリア（既成市街地）への
集団移転のイメージ

盛土規制法に基づき、都道府県等が実
施する基礎調査や対策工事等に対する
支援措置を通じて、盛土の安全確保対
策を推進する。

津波避難タワー

液状化対策のイメージ

○宅地液状化対策の推進
能登半島地震の被災地を含め、全国で宅地
液状化対策を推進するため、地方公共団体
における液状化ハザードマップの作成や公共施
設と宅地との一体的な液状化対策等を支援
する。

④安全なエリアへの集団移転および
公園施設の老朽化対策等の推進

②事前防災・事前復興まちづくりの推進

①被災地の復興支援・宅地液状化対策の推進

③災害に強い都市拠点・市街地形成の推進 ⑤盛土の安全確保対策の推進

＜具体の取組＞

盛土規制法に基づく規制区域のイメージ

○公園施設の老朽化対策の推進
公園施設の老朽化が進む中で
ライフサイクルコストの縮減等が求
められていることを踏まえ、⾧寿
命化計画策定等を通じ、誰もが
安全で安心して利用できる都市
公園の整備等を推進する。

【都市公園・緑地等事業】

橋梁の再整備

○能登半島地震や大分市佐賀関大規模火災等からの復興支援
能登半島地震や大分市佐賀関大規模火災等において、甚大な被害が発
生した地方公共団体の復興まちづくりの検討や計画等に基づく事業を迅速
かつ着実に進めるため、引き続き被災地を支援する。

○避難場所・避難経路の確保
津波災害のおそれがある区域における津波避
難タワー等の避難場所や避難経路の整備等を
推進する。

【宅地耐震化推進事業】

【都市再生コーディネート等推進事業 等】

【都市構造再編集中支援事業、市街地再開発事業等、
都市再生区画整理事業 等】

【都市防災総合推進事業 等】

【都市防災総合推進事業、都市構造再編集中支援事業 等】

【都市防災総合推進事業、宅地耐震化推進事業、
盛土緊急対策事業】

国土強靱化、安全・安心、防災・減災・復興まちづくり
令和８年度 都市局関係予算 主要事項



復興まちづくりのための事前準備が未実施・
事前復興まちづくり計画未策定の場合

復興まちづくりのための事前準備に取組済み・
事前復興まちづくり計画策定済の場合

平時のまちづくり

復興まちづくり

応急復旧
復興まちづくり
の情報収集
・勉強等

災害発生

混乱の発生
業務が輻輳し、復興に向け

て始動ができない

平時のまちづくり＋復興まちづくりのための事前準備・
事前復興まちづくり計画

応急復旧

復興まちづくり

復興の迅速化で
事業完了期間が短縮

復興期間短縮により
人口流出が抑制できる

○被災後に発生が想定される膨大な事務作業（応急措置、被災者情報の収集・整理等）に
事前に備えることで、被災後の職員の負担軽減

○自治体における復興まちづくりに対応可能な人材の育成
○被災後、応急復旧と並行して復興まちづくりに取り掛かることが可能となり、
復興体制等の整備による復興までの時間短縮

○被災後、速やかな目標や復興まちづくりの方針の決定により、より良い復興の実現

災害復旧

時
間
軸

復興期間を要し、
被災地に住民が戻らない

復興方針等考え方が
整理されているため、

検討期間が短縮

復興に向けた業務に
空白が生まれ着手に遅れ

復旧・復興方針の検討に
⾧時間を要する

事前準備をしているため
速やかに復興に向け

始動できる

災害復旧

復興まちづくりのための事前準備・事前復興まちづくり計画の効果イメージ

「復興まちづくりのための事前準備」により期待される効果
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復興まちづくりを進めるにあたり、どのような体制
で、どの部署が主体となって進めていくのかを明
確に決めておく。

復興体制の事前検討体制
どのような時期に、どのような対応が生じるのか
を把握、整理し、どのような手順で実施していく
のかを決めておく。

復興手順の事前検討手順

職員が市街地復興への理解と知見を得るため
の、復興訓練を実施する。

復興訓練の実施訓練

どのような基礎データがあるのかを確認し、まち
の課題を分析する。
不足データの追加・充実、継続的な更新等、
基礎データを整備しておく。

基礎データの事前整理、分析
基礎
データ

市町村での被害想定とまちの課題をもとに、被
災後の復興まちづくりの目標と実施方針を検
討しておく。

復興における目標等の事前検討目標

「復興まちづくりのための事前準備」の取組項目
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復興まちづくりのための事前準備の取組状況（令和７年７月末時点）

○「復興まちづくりのための事前準備ガイドライン（平成30年7月公表）」に示す５つの取組のうち、いずれかの取
組について、令和7年7月末時点で「検討済み」又は「検討段階である」と回答したのは1,232自治体(約69%)。

○前年度と比較すると、「検討済み」又は「検討段階である」と回答した自治体は、30自治体増えている。
R６:1,202自治体（約67％）→ R７:1,232自治体（約69％）

38

＜調査概要＞
・調査時点:令和7年7月末時点
・調査対象:全国の都道府県及び市区町村（1788自治体）を対象に調査し、1788自治体（100％）から回答

■取組全体の検討状況

復興まちづくりにおいて、どのような体制で、どの部署が主体と
なって進めていくのかを明確に決めておく。

復興体制の事前検討

どのような対応が、どのような時期に生じるのかを把握、整
理し、どのような手順で実施していくのかを決めておく。

復興手順の事前検討

職員が復興まちづくりへの理解と知見を得るための、復興
訓練を実施する。

復興訓練の実施

どのような基礎データがあるのかを確認し、まちの課題を
分析しておく。不足データの追加・充実、継続的な更新
等、基礎データを整備しておく。

基礎データの事前整理、分析

市町村での被害想定とまちの課題をもとに、被災後の
復興まちづくりの目標と実施方針を検討しておく。

復興における目標等の事前検討

（参考）復興まちづくりのための事前準備の取組内容

体制

手順

訓練

基礎
データ

目標

注:数値は、小数点以下を四捨五入



復興まちづくりのための事前準備の取組状況（令和７年７月末時点）
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復興体制の事前検討体制

■個別の取組(５項目)の検討状況

復興手順の事前検討手順

【検討済み、検討段階の内訳】

【検討済み、検討段階の内訳】

注:数値は、小数点以下を四捨五入

＜凡例＞
・検討済みである（①）:地域防災計画等に位置づけをしている
・検討済みである（②）:地域防災計画等には位置づけしていない
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復興まちづくりのための事前準備の取組状況（令和７年７月末時点）

■個別の取組(５項目)の検討状況

手順

復興訓練の実施訓練

基礎データの事前整理、分析基礎
データ

【検討済み、検討段階の内訳】

【検討済み、検討段階の内訳】

注:数値は、小数点以下を四捨五入
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復興まちづくりのための事前準備の取組状況（令和７年７月末時点）

＜凡例＞
・検討済みである（①）:地域防災計画等に位置づけをしている
・検討済みである（②）:地域防災計画等には位置づけしていない

復興における目標等の事前検討目標
【検討済み、検討段階の内訳】

■個別の取組(５項目)の検討状況
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復興まちづくりのための事前準備の取組状況（令和７年７月末時点）

（取組状況の凡例 ：いずれかの取組を「検討済み」または「検討段階」と回答した自治体 ：いずれの取組も「検討していない」自治体）

81 99

12 29

32 2

26 10

10 16

23 13

31 29

36 9

18 8

16 20

52 12

42 13

61 2

31 3

17 11

52 26

20 11

6 10

15 5

22 21

36

49 6

24 6

10 8

11 9

15 12

33 11

32 10

37 3

26 5

13 7

12 8

18 10

10 14

11 9

25

17 1

19 2

31 4

46 15

20 1

15 7

29 17

16 3

22 5

24 20

28 14

■都道府県別の取組状況
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復興まちづくりのための事前準備の取組状況（令和７年７月末時点）

〇太平洋側の沿岸地域（南海トラフ地震、首都直下地
震の想定地域）において、実施率が高い状況である。

出典:「国土数値情報（行政区域データ）」（国土交通省）を加工して作成

実施率
0%

20%

40%

60%

80%

100％



取組状況自治体種類

政令指定都市
（20自治体）

特別区
（23自治体）

中核市
（62自治体）

施行時特例市
（23自治体）

その他の市
（687自治体）

町村
（926自治体）

取組状況想定される災害の種類

南海トラフ地震
（地震・津波被害）
（723自治体）※１

南海トラフ地震
（津波被害）

（139自治体）※２

首都圏で発生する
地震等の災害

（地震・津波被害）（309自治体）※３

日本海溝・千島海溝周辺
海溝型地震

（地震・津波被害）（272自治体）※４

日本海溝・千島海溝周辺
海溝型地震

（津波被害）（108自治体）※５

【参考】全体
（1788自治体）

〇南海トラフ地震の被害想定地域で約76％、うち津波被害想定地域で約92％、首都直下地震の被害想定地域で約81％と、大
規模災害の被害が想定される地域で高い傾向にあるが、日本海溝・千島海溝地震の被害想定地域では、全体値より低い状況

〇取組着手率は、政令指定都市が約85％、特別区が100％など、大都市において、高い傾向

（凡例 ：いずれかの取組を「検討済み」または「検討段階」と回答した自治体（％） ：いずれの取組も「検討していない」自治体（％））
※１ 南海トラフ地震防災対策推進地域に指定されている市区町村（震度６弱以上、津波高３ｍ以上で海岸堤防が低い地域等）
※２ 南海トラフ地震津波避難対策特別強化地域に指定されている市区町村（津波により30cm以上の浸水が地震発生から30分以内に生じる地域等）
※３ 首都直下地震緊急対策区域に指定されている市区町村（震度６弱以上、津波高３ｍ以上で海岸堤防が低い地域等）
※４ 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域に指定されている市区町村（震度６弱以上、津波高３ｍ以上で海岸堤防が低い地域等）
※５ 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震津波避難対策特別強化地域に指定されている市区町村（津波により30cm以上の浸水が地震発生から40分以内（茨城県以南は30分以内）に生じる地域等） 44

復興まちづくりのための事前準備の取組状況（令和７年７月末時点）

1232(69%) 556(31%)

128(92%) 11(8%)

250(81%) 59(19%)

162(60%) 110(40%)

62(57%) 46(43%)

■自治体種類別の検討状況■大規模災害の被害想定自治体の検討状況

23(100%) 0(0%)

19(83%) 4(17%)

50(81%) 12(19%)

495(72%) 192(28%)

590(64%) 336(36%)

17(85%) 3(15%)551(76%) 172(24%)
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復興まちづくりのための事前準備の取組状況（令和７年７月末時点）

〇事前復興まちづくり計画の策定状況
■事前復興まちづくり計画の策定状況

〇事前復興まちづくり計画のとりまとめのタイプ
（計画策定済み又は策定作業中の自治体が回答）

注:数値は、小数点以下を四捨五入

単独型

事前復興まちづくり計画の内容を
全て記載

盛込み型

＜復興まちづくりに関する章＞

章に事前復興まちづくり計画の内容を
全て記載

事前復興
まちづくり

計画

〇〇計画
（既存の他
の計画）

＜復興まちづくりに関する章＞
章に復興まちづくりの目標や実施方針等を記載

〇〇計画
（既存の他
の計画）

盛込み型（別途手引き作成）

復興まち
づくりの
手引き

体制や手順等に関する内容を記載

想定される記載内容の例示項目

・地域特性と想定される被害の分布、規模等の整理①検討の前提となる
被害想定やまちの課題 ・復興時の市街地整備等の課題

・市町村全域の復興まちづくりの目標

②復興まちづくりの
目標・実施方針

・基本的な考え方（人口や事業規模）

・将来の都市構造

・復興まちづくりの方針

・分野別の復興まちづくりの方針

・目標を実現するための課題③目標の実現に向けた課題

・体制に関わること

事前に決めて
おくべき事項

④課題解決
のための
方策

・手順に関わること

・復興まちづくりの工程に関すること
（⾧期間にわたることへの対応、応急仮設住宅用地の確保等）

・市町村職員の能力向上に関わること（職員訓練）

事前に実施
すべき事項

・住民との合意に関わること（住民との復興訓練等）

・基礎データの整備に関すること（地籍調査等）

・防災・減災対策

（参考）「事前復興まちづくり計画検討のためのガイドライン（令和５年7月公表）」での事前復興まちづくり計画の記載内容ととりまとめのタイプ

※都道府県については、事前復興まちづくり計画策定指針等も計画策定の対象としています。



R6R5R4R3R2H31/R1H30H29

位置づけ
会議

ガイドライン等の
公表

復旧・復興
まちづくり
サポーター制度

連絡会議

復興事前準備
の取組に対する
伴走支援

都市防災総合
推進事業による
財政支援

防災基本計画に
「復興事前準備の推進」を
位置付け（H29.4）

復興事前準備の
主流化に向けた
取組事例集
（R4.12）

復興まちづくりの
イメージトレーニングの
手引き（H29.5）

復興まちづくり
のための事前準備
ガイドライン（H30.7）

事前復興
まちづくり計画
検討のための
ガイドライン
（R5.7）

第1回
連絡会議
（R2.7）

第2回
連絡会議
（R3.7）

第3回
連絡会議
（R4.7）

第4回
連絡会議
（R6.1）

R2.6～

円滑な復興
まちづくりへの
推進会議
の開催（R2.1）

東日本大震災
復興レビューにおいて、
復興事前準備の
観点からも議論（R2）

R3.4～

年度
項目

第5回
連絡会議

（R7.1～2）

事前復興
まちづくり計画
検討のため
ガイドライン
参考事例集
（R6.11）

復興事前準備に関するこれまでの取組

R4.4～

○防災基本計画に「復興事前準備の推進」が位置づけられて以降、復興事前準備の取組を推進するため、ガ
イドラインや事例集の公表、復旧・復興まちづくりサポーター制度の創設、サポーター制度に基づく連絡会議の
開催、復興事前準備の取組に対する伴走支援、都市防災総合推進事業よる財政支援を実施
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・H30 復興まちづくりのための事前準備ガイドライン
・R4 復興事前準備の主流化に向けた取組事例集
・R5 事前復興まちづくり計画検討のためのガイドライン
・R6 事前復興まちづくり計画検討のためのガイドライン

参考事例集

「復興まちづくりのための事前準備」「事前復興まちづくり計画」に係る支援制度

○国土交通省では、ガイドラインの公表や復旧・復興まちづくりサポーター制度の創設等を行い、
復興まちづくりのための事前準備の取組を推進

復旧・復興サポーター制度（R2～）

伴走支援（R3～、年間を通じた指導・助言等） 都市防災総合推進事業（R4～）

ガイドライン・事例集

復興まちづくりのための事前準備について、ノウハウを伝授でき
る地方公共団体の職員・OBを「復旧・復興まちづくりサポー
ター」（以下「サポーター」）として登録し、地方公共団体を
支援する制度。

国
（コンサル含む）

アドバイス
復興訓練

住民向けWS

市町村
マスタープラン

等国
（コンサル含む）

地方公共団体
地方公共団体

素案の作成への指導・助言WSや勉強会の企画の段取り助言
資料の作成補助等

お手伝い

都市防災総合推進事業において、事前復興まちづくり計画
策定等に対して財政支援を実施。

【事業主体】 地方公共団体
【交付対象】 事前復興まちづくり計画策定

都道府県による市区町村の事前復興まちづくり
計画策定を支援する取組

【交付率】 １／３

復興まちづくりのための事前準備に取り組もうとする自治体や
取り組んでいる自治体に対して伴走支援を実施。

復興まちづくりのための事前準備に関するガイドライン（H30)
や復興事前準備の主流化に向けた取組事例集（R4）等を
公表。

パートナー都市
（取組を進めようとする地方公共団体

:158地方公共団体）

サポーター
（復旧・復興まちづくりの経験者

:28名）

事務局
（国土交通省）

③サポート
質問への回答、現地への
派遣による講演・助言等

①相談
取り組みを進めるにあたっての
質問、講師派遣の依頼等

②依頼
相談内容をふまえ、

適任のサポーターに対し
サポートを依頼・調整
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■開催日時・場所（WEB併用）
①北海道ブロック 令和７年２月12日 14:00～16:30 札幌市
②東北・関東・北陸ブロック 令和７年１月27日 14:00～16:30 さいたま市
③中部・近畿ブロック 令和７年２月13日 14:00～16:30 大阪市
④中国・四国ブロック 令和７年２月27日 14:00～16:30 岡山市
⑤九州・沖縄ブロック 令和７年２月28日 14:00～16:30 福岡市

■参加者 サポーター、パートナー都市、自治体、地方整備局等 計約520名（WEB参加含む）
■主な議事
・復興事前準備の概要、全国での取組状況（都市安全課）
・復興事前準備の意義を考える（大学教授）
・復興事前準備の取組事例の紹介（自治体等）

・パートナー都市からの相談に対して、事務局（国交省）がサポーターをマッチングし、サポーターが支援を実施

・連絡会議を開催し（原則毎年開催）、情報交換やノウハウの共有及び制度についての意見交換を実施

＜講演会にサポーターを派遣した事例＞
・ 「復旧・復興まちづくり」をテーマとした自治体の職員向け講演会(約50
人が参加)の講師として、サポーターを派遣。

自治体から
サポーターへ

質問書を送付

サポーター
からの回答

＜サポーターが個別相談に対応した事例＞
・ 事前復興計画の策定を検討している自治体が、経験のあるサ

ポーターと書面により個別相談を実施。

復興事前準備に関する支援

＜R６年度の連絡会議の開催概要＞

サポーターによる支援

連絡会議の開催
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■伴走支援の具体的なイメージ

アドバイス

都道府県・自治体国（コンサル含む）

勉強会の講師として派遣
（庁内・市民向け等）

国（コンサル含む）

復興訓練
住民向けWS

市町村
マスタープラン

等

国（コンサル含む）
都道府県・自治体

都道府県・自治体

検討するにあたり、
素案の作成への指導・助言

WSや勉強会の企画の段取り助言
資料の作成補助等

お手伝い

■令和６年度の伴走支援の概要

取組内容・支援内容支援先テーマ

庁内向け初動勉強会、町内会対象の住民勉強会の開催東京都杉並区勉強会

課内勉強会、庁内向け初動勉強会神奈川県相模原市勉強会

事前都市復興計画の改定に伴う、庁内向け勉強会と主要メンバーの訓練静岡県富士市勉強会

事前復興まちづくり計画策定に向けた管内自治体向け勉強会静岡県勉強会

管内自治体向け初動勉強会や訓練の実施香川県勉強会／復興訓練

管内自治体向け訓練山梨県復興訓練

管内自治体での復興訓練の実施熊本県復興訓練

復興事前準備に関する支援

復興事前準備に関する伴走支援
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ガイドラインの全体像

取組主体
• 復興まちづくりの主体となる市町村を主対象。
• 都道府県も、復興方針の事前検討や市町村

による事前復興まちづくり計画の検討を支援す
るために活用することを想定。

事前復興まちづくり計画とは
• 市町村で発生しうる災害による被災の分布や

規模を想定し、復興後の空間を計画するもの
であり、復興まちづくりの目標や実施方針、目
標の実現に向けた課題、及び課題解決のた
めの方策をとりまとめたもの。

事前復興まちづくり計画の検討の進め方
検討の前提となる被害想定やまちの課題の整理（被災地区、規模、人口動態等）

地域特性に応じた復興まちづくりの目標、実施方針の検討

目標の実現に向けた課題の整理

課題の解決のための方策の整理
・ 事前に決めておくべき事項（復興の体制・手順）
・ 事前に実施すべき事項（復興訓練、基礎データ整備、防災・減災対策）

復興訓練等により得た新たな気づきをもとにフォローアップを実施

 国土交通省では、平成30年に「復興まちづくりのための事前準備ガイドライン」を策定し、地方公共団体における復興の
体制や手順、目標の事前検討等の復興事前準備の取組みを推進してきたところ。

 これにより、復興事前準備の取組みは一定程度定着してきているが、復興体制や復興手順の検討にとどまっており、今後
は、復興まちづくりの目標や実施方針の検討が求められる。

 このため、復興事前準備の取組みのうち、特に、復興まちづくりの目標・実施方針を検討し、事前復興まちづくり計画を検
討・策定することに焦点をあてた「事前復興まちづくり計画検討のためのガイドライン」を策定。

背景

・事前復興まちづくり計画は、都市計画マスタープランや立地適正化計画等の上位計画をふまえ策定することが望ましい。

・災害発生時の被害要因の一部は、現在のまちの課題である場合もあり、
災害発生後のまちづくりを考えることは現在のまちの課題を考えることにもつながる。

事前復興まちづくり計画検討のためのガイドライン【概要】
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１ 事前復興まちづくり計画
（１）想定する災害

（２）計画としてとりまとめる内容

（３）事前復興まちづくり計画策定の意義と効果

想定される記載内容の例示項目
・地域特性、被害の分布、規模等、復興時の課題①被害想定やまちの課題
・復興まちづくりの目標、基本的な考え方 ・将来の都市構造
・復興まちづくりの方針 ・分野別の方針②復興まちづくりの目標・実施方針

・目標を実現するための課題③目標の実現に向けた課題
・体制、手順に関わること
・復興まちづくりの工程に関すること

事前に決めて
おくべき事項④課題解決の

ための対応策 ・職員訓練 ・住民との復興訓練等
・基礎データの準備に関すること ・防災・減災対策 等

事前に実施
すべき事項

• 面的整備等の復興まちづくり事業の検討が必要となる大規模な災害を想定

２ 計画検討の進め方
（１）検討の進め方

ガイドラインの概要

業務が輻輳し、
復興に向けて
始動ができない

復興期間が短縮し、
人口流出が抑制できる

復興方針等の考え方が
整理されているので、検

討期間が短縮

＜事前復興まちづくり計画を策定していない場合＞

準備しているため復興に
向けた業務に着手

時
間

復旧・復興方針の
検討に⾧時間を要す

復興に向けた業務
に空白が生まれ

着手が遅れ

• 計画をとりまとめることで、復興まちづくりの目標や市街地整備等に関する実施方針が定まり、発災
後に早期かつ的確な復興を行うことができる

• 計画の検討プロセスを経ることで、市町村職員の能力向上や住民の意識向上等が図られる

被災前に整理されている
ので速やかに復興に向け

た始動ができる

復興期間を要し
被災地に住民が

戻らない

• 単独の計画としてとりまとめる方法と、法定計画等の中に
まとめて位置づける方法等がある。

• 計画のとりまとめには住民意見を反映することが望ましい。
• 行政として計画の素案を策定してから住民の意見を聞く

方法や、検討の初期段階から住民と意見交換し、計画
を検討する方法等がある。

• 住民と共有しておくべき内容は公表することが望ましい。
• 公表方法は、計画の全体を公表する方法や、計画の概

要や一部を公表する方法等がある。

（４）公表方法

（２）とりまとめる方法

（３）住民との関わり方

＜事前復興まちづくり計画を策定している場合＞

■事前復興まちづくり計画による効果（イメージ）

【準備段階における実施事項】
●検討体制の構築/●基礎データの収集

【検討段階における実施事項】

●復興課題の整理
●復興まちづくりの目標、実施方針の検討
●目標実現に向けた課題の整理
●課題解決のための方策の整理
●目標実現のための対応策
●住民意見の反映

【計画策定後における実施事項】

公
表

フィード
バック

●復興訓練の実施
●地区別の復興まちづくりの方針のとりまとめ
●計画の点検・見直し

■復興まちづくりのための事前準備のホームページ https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_bosai/toshi_tobou_fr_000046.html
■問い合わせ先 国土交通省 都市局都市安全課 03－5253－8400

事前復興まちづくり計画検討のためのガイドライン【概要】
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事前復興まちづくり計画策定推進に向けたあり方勉強会

◎中林 一樹 東京都立大学名誉教授
加藤 孝明 東京大学生産技術研究所 教授
姥浦 道生 東北大学災害科学国際研究所 教授
牧 紀男 京都大学防災研究所 教授
日野原 武 静岡県交通基盤部都市局都市計画課 課⾧
吉田 清彦 厚木市都市みらい部都市計画課 課⾧

令和７年５月８日 第１回勉強会
６月５日 第２回勉強会
６月２７日 第３回勉強会
７月３０日 第４回勉強会

【委員】（◎座⾧） 【勉強会実施日】

【勉強会設置の背景】
〇復興まちづくりのための事前準備の取組として、事前復興まちづくり計画を策定することが望ましいが、計
画策定済みの自治体は３３自治体と限られており、計画策定を推進するための方法検討が必要。

〇事前復興まちづくり計画検討のためのガイドラインでは、事前復興まちづくり計画の目標等を市町村マスタ
ープランに位置づけることや、復興まちづくりの目標や実施方針は、立地適正化計画の内容と整合を図る
ことが考えられるとされているが、その具体的内容は示されていない。

【勉強会の目的】
〇被災後、早期かつ的確に復興まちづくりに着手できるよう、事前復興まちづくり計画策定を推進するため

の方法を検討し、全国での計画策定につなげることを目的とする。
〇災害に強いコンパクトなまちづくりの実現をめざし、事前復興まちづくり計画と市町村マスタープランや立
地適正化計画の防災指針等との連携について整理を行う。
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事前復興まちづくり計画策定推進に向けたあり方勉強会中間とりまとめ概要

③都道府県が果たす役割の明確化

②都市計画や立地適正化計画等の既存計画及び
既存の検討組織の活用

○都道府県の役割や市町村に対し
行うべき支援内容を明確化し、都
道府県による積極的な関与を促進

復興まちづくり方針図を
都市マスに記載した例

資料提供:東京都葛飾区

○首⾧や関係他部局における取組の必要性や取組内容に対する
理解が不十分

○取組を進めることによる効果がわかりにくい

○復興事前準備の取組や事前復興まちづくり計画に対する一層の
理解促進

○被災前から取り組むことによる復興まちづくりにおける効果を整理し、
地方公共団体へ周知

○都市計画や立地適正化計画等のマス
タープラン等と一体で策定することが効
率的・効果的だが具体的にどのように策
定するのが効果的か示されていない

○マスタープラン等の既存計画や既存組
織を活用した事前復興まちづくり計画
策定について有効に機能するケースや
条件を整理し、地方公共団体へ周知

○都道府県による積極的な関与が市町村における取組に
つながっているが、そのような取組は限定的

○広域的な土地利用等における近隣市町村との連携強化が重要

課
題

取
組
の
方
向
性

課
題

取
組
の
方
向
性

課
題

取
組
の

方
向
性

④中小規模市町村への更なる支援

○中小規模市町村でも、事前復興まちづくり計画策定や実現可能性
の向上を図る継続的な取組が可能となるような環境整備を更に推進

○専門的、技術的知見を有する職員や体制の不足、事業実績の不足課
題

取
組
の

方
向
性

⑤実現可能性の向上に向けた事前復興まちづくり計画の
適切な見直しの推進

○どのような視点・タイミングで事前復興まちづくり計画の見直しを行うべ
きか、計画の実現可能性の向上を確保するために取り組むべき事項
等について整理し、地方公共団体へ周知

○事前復興まちづくり計画見直しの必要性や見直しの効果的な方法に
ついて整理が不足

課
題

取
組
の

方
向
性

⑥地方公共団体における事前復興まちづくりに係る
取組の着手や深化の必要性の再認識

○地方公共団体は、復興事前準備や事前復興まちづくり計画の策定
等に取り組み、より実現可能で効果的な取組となるよう努力し、一歩
ずつ取組を進め、深めていくことが必要

○事前復興まちづくり計画策定等に取り組む地方公共団体は限定的課
題

取
組
の

方
向
性

⑦事前復興まちづくり計画の策定に取り組む
インセンティブの整理や検討

○事前復興まちづくり計画策定による実効性（早期かつ的確な復興の
実現）を可視化し、地方公共団体へ周知

○被災前に実施する復興まちづくりの取組等の実施に際して活用可能
な制度を整理し、地方公共団体へ周知

○既存制度の課題等を踏まえた上で、計画の実現可能性を向上させる
インセンティブとなっているか、不断の見直し

取
組
の
方
向
性

①復興事前準備や事前復興まちづくり計画の必要性の周知と
被災前に実施する復興まちづくりの取組の周知

都道府県による
市町村向け
勉強会の例

資料提供:
静岡県

凡 例
基盤整備型復興地区

基盤整備型（高台整備）復興地区

修復・改善型復興地区

誘導・個別再建型復興地区

拠点整備型復興地区

主要幹線道路

JR

私鉄

高速道路

河川

行政界
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